
エアコン施工講習 利用規約 

 

第 1 条（目的・適用および規約の改定） 

本規約は、株式会社島忠（以下「当社」という）が提供する「エアコン施工講習」（以下「本

講習」という）の申込み、受講および運営について定めるものである。受講者は、本講習への

申込みを行うにあたり、本規約の内容を確認し、「申込書兼同意書」への署名により同意する

ものとする。なお、本規約に変更がある場合、当社は変更内容及び効力発生時期を、当社ウェ

ブサイトへの掲載その他の適切な方法により、あらかじめ受講者に周知するものとする。 

第 2 条（講習の内容・目的・提供背景および非保証） 

1. 本講習は、エアコン取付工事に関心を有する個人または事業者に対し、現場で求められる基

礎的な知識および作業工程への理解を深めることを目的とし、座学および実技体験を組み合わ

せた技術講習を提供するものである。 

2. 本講習は、安定した需要がある一方で、技術者不足や技術継承の停滞といった課題を抱え、

体系的に学べる機会が限られている住宅設備工事について、当社が自社施工体制の中で継続的

に実施してきた技術研修のノウハウを活用し、実務に即した体験の機会を提供することを目的

とする。 

3. 本講習は、資格取得、就業、案件紹介、収益獲得等を保証するものではなく、独立開業の可

否についても保証しない。 

4. 本講習受講後、受講者がエアコン設置工事その他の電気工事等を行う場合、必要となる資

格、法令遵守、許認可、行政手続の確認および対応については、すべて受講者自身の責任にお

いて行うものとする。 

第 3 条（申込み・支払） 

1. 本講習の申込みは、受講希望者が、当社が運営する当社ウェブサイト上の事前申請（仮申込

み）フォームより必要事項を登録した後、研修センター併設店舗（島忠ホームズ与野店）にお

ける「申込書兼同意書」への署名によって、本規約等の内容に同意した時点で、正式に確定す

る。 

2. 受講者は、受講料として当社が別途定める金額を、事前申込を行った時点から 7 日以内に、

銀行振込または研修センター併設店舗（島忠ホームズ与野店）での店頭入金（現金、クレジッ

トカード、QR コード決済、電子マネー）により支払うものとする。 

3. 銀行振込による支払いの場合の振込先口座は、申込み完了後に、当社より電子メールにより

連絡するものとする。なお、銀行振込に係る振込手数料は、受講者の負担とする。 

 



第 4 条（キャンセル・返金・日程変更） 

1. 受講者都合によるキャンセルは、受講開始日の 7 日前までに、当社指定の問い合わせフォー

ムまたは電子メールにより連絡があった場合に限り受け付けるものとする。なお、当社が指定

する期日までに受講料の入金が確認できない場合は、当社は当該申込みをキャンセルされたも

のとして取り扱うことができるものとする。 

2. 前項に基づきキャンセルが受け付けられた場合、当社は、受講者が既に支払った受講料か

ら、返金に伴う振込手数料を控除した金額を返金する。 

3. 受講開始日の 6 日前以降（受講当日を含む）のキャンセル、または連絡のない不参加（無断

欠席）の場合には、原則として返金は行わないものとする。ただし、天災地変、感染症への罹

患、その他受講者の責に帰することができないやむを得ない合理的な事情があると当社が判断

した場合、返金、一部返金、または別日程への振替対応等について、協議のうえ対応すること

がある。 

4. 受講日程の変更（振替）は、受講開始日の 7 日前までに、問い合わせフォームまたは電子メ

ールにより連絡があり、当社が承諾した場合に限り、1 回に限って認めるものとする。 

第 5 条（受講制限・退場） 

当社は、受講者が講師または当社スタッフの指示に従わず、他の受講者、講師、または当社ス

タッフに対する迷惑行為を行う場合には、受講の拒否または受講途中での退場を命じることが

ある。この場合、受講料の返金は行わないものとする。  

第 6 条（安全管理・事故および損害賠償） 

1. 受講者は、講師および当社スタッフの指示に従い、安全に十分配慮して行動するものとす

る。 

2. 当社の責めに帰すべき事由によらずに生じた講習中の事故等により、受講者の身体または所

有物に損害を生じた場合、その回復に係る費用は受講者自身の負担とする。（重量物の運搬や

電動工具の使用に伴う怪我や、所有物の破損などを含む。） 

3. 受講者の故意または過失により、当社の施設、設備、機材等に損害が生じた場合、受講者は

当社の請求に基づき、その損害を賠償するものとする。 

4. 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が負う賠償責任は、直接且つ通常の損害に

限り、受講者が支払った受講料の額を上限とする。 

第 7 条（知的財産・禁止事項） 

1. 本講習に関連して提供される教材、資料、講習内容に関する著作権その他の知的財産権は、

すべて当社に帰属する。 

2. 受講者は、教材の録音、録画、撮影、転載、第三者提供を行ってはならないものとする。 



第 8 条（個人情報の取扱い） 

1. 当社は、本講習の申込みおよび運営にあたり、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生

年月日、緊急連絡先、受講履歴、アンケートの回答内容、決済に関する情報等の個人情報を取

得する。 

2. 当社は、取得した個人情報を、受講申込の受付・管理、連絡および本人確認、講習運営上の

連絡、緊急事態発生時の連絡、アフターフォロー、サービス品質向上および内容改善のための

分析、ならびに法令または行政機関の要請に基づく対応の目的に利用する。 

3. 当社は、法令に基づく場合、本人の同意がある場合、または業務遂行に必要な範囲を除き、

個人情報を第三者に提供しない。 

4. 当社は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、適切な安全管理措置を講じ

る。 

5. 本人からの開示、訂正、利用停止または削除等の請求については、法令に基づき、適切に対

応する。 

6. 本人は、当社に対する申し出により、個人情報の利用に関する同意をいつでも撤回できる。

ただし、法令に基づき保存が必要な情報、または受講履歴等、業務の適正な遂行に必要な情報

については、削除の対象外とする。 

第 9 条（反社会的勢力の排除にかかる解除） 

他の規定にかかわらず、当社は、受講者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を

要せずに、本契約を解除することができる。  

① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋又はその他反社会的勢力（以

下併せて単に「反社会的勢力」という。）に属する、または反社会的勢力を利用していると認

められるとき  

② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られるとき  

③ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき  

④ 自ら又は第三者を利用して、他方当事者又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅

迫的言辞を用いたとき 


